
参考資料１ 

高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会 

開催要綱 

 

１ 趣旨・目的 

 高齢化の進展に伴い、労働者全体に占める 60 歳以上の割合が約２割を占め

るまでになっている中で、労働災害による休業４日以上の死傷者に占める 60

歳以上の割合は約３割に達している。高年齢労働者は若年世代と比べて労働

災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間も長い傾向にあるが、これ

は、作業による労働災害リスクに、加齢による身体機能の低下等の高年齢労

働者の特性に起因するリスクが付加されることによるものと考えられる。 

 このような高年齢労働者の労働災害防止対策を推進するため、令和７年に

改正された労働安全衛生法により、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境

の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずることが事業者による努力義

務とされ、事業者が講ずべき措置に関し、厚生労働大臣が措置の適切かつ有

効な実施を図るために必要な指針を公表することとされたところである。 

このような状況を踏まえ、本検討会においては学識経験者の参画を得て、

高年齢労働者の労働災害の分析及びその低減のため必要な方策等、今後の高

年齢労働者の労働災害防止対策のあり方について検討する。 

 

２ 検討事項 

（１）高年齢労働者の労働災害の分析及びその低減のため必要な方策について 

（２）事業者が講ずべき高年齢労働者の労働災害防止措置のあり方について 

（３）その他 

 

３ 構成 

（１）本検討会は、厚生労働省労働基準局安全衛生部長が、別紙の構成員の参

集を求めて開催する。 

（２）本検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。 

（３）本検討会の構成員は、必要に応じ追加することができる。 

（４）本検討会は、構成員以外の者に出席を求めることができる。 

 

４ その他 

（１）検討会、会議資料及び議事録については、原則として公開する。ただ

し、個別企業へのヒアリングや個別事案を取り扱う場合等で個人・企業情

報の保護の観点等から、公開することにより、特定の者に不当な利益を与

え、又は不利益を及ぼすおそれがある場合等において、座長が、非公開が



  

妥当であると判断した際には、非公開で実施することができる。なお、非

公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開す

る。 

（２）本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課において行

う。 
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島田 行恭 （独）労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 研究推

進・国際センター長 
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